
保険料の⽀払いについて
団体扱⾃動⾞保険・⽕災保険・年⾦払い積⽴保険

■保険始期の２か⽉後より引落しされます
（現役の⽅は給与から引落し、退職者は⼝座から引落し）

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ ２⽉ ３⽉

（保険始期） （保険満期）

６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉

（保険料）

（12か⽉分） ※ 年払にすると保険料は約５％お得

⽉払

６⽉年払

２か⽉後に引落し

■保険期間中に契約内容に変更があり、保険料が変わった場合

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ ２⽉ ３⽉

（保険始期） （保険満期）

６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉

（保険料） ※ 毎⽉の引落し保険料の⾦額が変わります
⽉払

６⽉年払

２か⽉後に引落し

（10⽉から変更）

追加もしくは減少の保険料

（残期間の保険料の精算）

■保険期間中に退職された場合

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ ２⽉ ３⽉

（保険始期） （保険満期）

６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉

給与引落し 振込みで
お⽀払い ⼝座から引落し

（保険料）

⽉払

２か⽉後に引落し

（9⽉末に退職）

※ 保険満期までは同じ保険料
その後も、退職者は同じ団体割引適⽤されます。

※ お⼿続きのタイミングにより、⼝座振替⽉が異なる場合があります。ご了承ください。

※ お⼿続きのタイミングにより、⼝座振替⽉が異なる場合があります。ご了承ください。

※ お⼿続きのタイミングにより、⼝座振替⽉が異なる場合があります。ご了承ください。

退職者

追加の保険料

※ 減少の場合は、⼀括でお振込み



保険料の⽀払いについて
安⼼丸

■保険始期の２か⽉後より給与から引落しされます
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（保険始期：11⽉26⽇） （保険満期：11⽉26⽇）

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

（保険料）
⽉払

２か⽉後に引落し

■保険期間中に契約内容に変更があり、保険料が変わった場合

※ 毎⽉の引落し保険料の⾦額が変わります２か⽉後に引落し

（5⽉26⽇から変更）

変更後の保険料

■保険期間中に退職された場合
・「安⼼丸シニア」へ切替となります。
・ＮＥＣグループ割引が適⽤されます。同じコースを継続される場合は、告知は継続されます。
＜「安⼼丸シニア」と「安⼼丸」の異なる点＞
・「安⼼丸シニア」の保険期間は、６⽉26⽇から翌年の6⽉26⽇、年払です。（安⼼丸は⽉払）
・切替のタイミングで保険の⾒直しもできます。ご相談ください。
保険料負担を軽減されたい⽅に、「死亡・後遺障害」のないプランもご⽤意しております。

保険期間は１年間：11⽉26⽇〜翌年の11⽉26⽇
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（保険始期：11⽉26⽇） （保険満期：11⽉26⽇）

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

（保険料）
⽉払

２か⽉後に引落し

（3⽉31⽇に
退職）
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安⼼丸 （中途加⼊）
安⼼丸シニア

継続後の
安⼼丸シニア

（安⼼丸保険始期：
11⽉26⽇）

次の契約
6⽉26⽇〜翌年6⽉26⽇

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

給与引落し 振込みで
お⽀払い

⼝座
引落し

⼝座
引落し

（保険料）

⽉払

↓安⼼丸シニアへの切替⽇ ４⽉26⽇

８⽉に年⼀括払

↑中途加⼊の保険料を精算

変更後の保険料

退職者



保険料の⽀払いについて

アフラック がん保険・医療保険・介護保険

NECF 複数 001 074

■保険期間中に退職された場合

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ ２⽉ ３⽉

６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉

給与引落し 振込みで
お⽀払い ⼝座から引落し

（保険料）

⽉払のみ

３か⽉後に引落し

（9⽉末に退職）

「集団扱」から「個別扱」へ変更となり、⼝座からの⾃動振替で継続できます。
アフラックより案内が送付されます。

⼝座引落し開始までの期間（通常３か⽉）は振込みによりお⽀払いただくことになります。
※ お⼿続きのタイミングにより、⼝座振替⽉が異なる場合があります。ご了承ください。

退職者

⽉払以外に半年払、年払も
ご選択いただけます。


